
令和８年度　京都市AI・ロボティクス導入支援PoC補助金
申請に係る申告書

以下のとおり申告します。
（該当する部分に☑してください。全ての項目に☑がある方のみが申請可能です。）

☐　みなし大企業ではありません。

☐　本申請と同一経費で、国･府県･市町村等が実施する他の補助金等の交付を受けていません。

☐　本事業にて導入した機器の耐用年数内に売却・譲渡・貸付等の処分を行った場合、又はソフトウェアを途中解約して機器だけ単独で残った場合には補助金を返還します。

☐　申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者ではありません。

☐　申請者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者（ただし、第２条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。）ではありません。

☐　申請者は、営業に関して必要な許認可等を取得しています。

☐　市町村民税等の滞納をしていません。

☐　京都市との間で、情報が共有されることに同意します。

☐　デジタル化・ＤＸに関するイベント等の情報を受け取ります。

☐　申請者は、本事業の趣旨を理解し、本補助金で実施したPoCの成果を将来の事業活動において活用するとともに、本事業での実施内容や成果を広く発信されることについて同意し、取材等に協力します。




社名・団体名
代表者(職)・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都市AI・ロボティクス導入支援PoC補助金
